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ゼロ　ゼロ　ゼロ　のまちを目指して

　年末は何かと慌ただしく、ドライバーや歩行者などの注意力が散漫になることが多くなるなど、交通事故が
増加します。事故の被害者にも加害者にもならないために、今一度自分の行動を振り返ってみませんか。

　市民活動課 ☎76-8128問 37005ID

　令和5年は、前年を上回る242件の人身事故があり、280
人のかたが負傷しました。事故発生場所については、令和5年
の人身事故の約60％が交差点内とその付近となっています。

　今年も例年とほぼ同じ推移（10月末時点）で人身事故が発
生しています。４月には、５年4カ月ぶりに交通死亡事故が発生
し、９月にも2件目の死亡事故が発生しました。1件目は車と歩
行者、2件目は車と車の追突事故でした。
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市内の交通事故の状況

令和5年人身事故発生場所（市内）

人身事故件数

交差点内
45.9%

単路など
31.8%

交差点付近
13.2%

負傷者数

令和６年は死亡事故が発生 踏切・広場など
9.1%

大切な命を守るために

https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/kouhouowariasahi/37005.html
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　愛知県内では、10月末時点で115人のかたが交通事故で亡く
なっており、東京都の116人に続く全国ワースト2位になっていま
す。尊い命を守るために、守山警察署のかたに年末の事故の特徴を
聞きました。

　年末は、飲酒運転の事故が増加します。昨年11月末に、守山警察署管内で飲酒運転による死亡ひき逃げ事故が
発生しました。車の運転手は、飲酒運転で信号無視をし、青信号で横断中の歩行者をはね、事故現場から止まること
なく逃げた悲惨な死亡ひき逃げ事故でした。二度とこのような事故が起きないよう、自分自身だけでなく、周りの人
にも飲酒運転を絶対にさせないという強い意思を持っていただきたいです。

下半期の死傷者の推移

ストップ・ザ 交通事故 -高めようモラル 守ろうルール-

運動
重点

歩行者の交通事故防止と交通ルール遵守の徹底

運転者の安全運転意識の向上と飲酒運転などの根絶

自転車・特定小型原動機付自転車利用時の交通ルール遵守とヘルメット
着用の徹底
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飲酒運転を絶対にしない、させない

　年末の交通事故のもう一つの特徴は、夕方の５時か
ら７時に事故が多発することです。日没が早くなる時
期の魔の時間は、歩行者や車両などが見えにくくな
り、事故が多発します。警察では、「夕方の5～7は“魔
の時間”」というスローガンを掲げ、交通事故防止を呼
び掛けています。
　この時間帯は、歩行者、高齢者や、横断中に発生す
る交通事故件数が顕著に増加します。日没前よりも日
没後に発生する事故が多く、日没後は全死者のうち歩
行者が約半数を占めています。

夕方の5～7は“魔の時間”

　尾張旭市では、平成30年12月13日に発生した死亡事故を最後に5年以上死亡事故が発生していませんでした。
警察は、一件でも悲惨な交通事故を減らすために、交通取り締まり、交通規制の見直し、広報啓発活動といった警察
活動を実施しています。
　歩行者や自転車のかたがたは明るい服装や反射材、LEDバンドを着用し、車の運転手のかたは早めのライト点灯
やハイビームを活用して、事故の被害者や加害者にならないようにお願いします。

事故の被害者にも加害者にもならないで
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年末の事故の特徴

守山警察署交通課 加藤友佳子巡査長

※令和元～５年に県内で発生した事故を基に愛知県警察が作成

（人）

12/1～12/10 年末の交通安全市民運動
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歩行者ができる対策歩行者ができる対策
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　小学校の前の横断歩道で毎日子どもたちの見守りを行っています。見通
しが良い片側一車線の道路で、スピードを出して前の車を追い抜いたり、ス
マホや雑誌などを見ながら運転したり、危険なドライバーをよく見かけます。
　登下校中の子どもたちが見ている前で、横
断歩道を渡らず道路を横断する大人や自転車
もとても多いです。あと少しでぶつかるという
ような、危険な場面も見てきました。そのよう
な大人を見かけると、私も注意を呼び掛けて
いますが、なかなか減らないのが現状です。
　子どもは大人の行動を見ています。子ども
たちのお手本になるよう、そして自分や家族
のためにも、交通ルールを守っていただきたい
です。

小学生の登下校を見守る交通指導員

交通指導員 平野えみさん

　薄暮時間帯（日の入り時刻の前後1時間）に歩行者が道路横断中に発生した死亡
事故は、約7割が「横断歩道以外」で発生しており、その約7割に、歩行者の法令違反
がありました。事故に遭わないために、交通ルールをしっかり守ることが大切です。

　夕暮れ時や夜間は、ドライバーから歩行者は見えにくいこ
とがあります。黒などの暗い服装を控え、反射材を身に着け
ましょう。また、ライトの活用も効果的です。

横断歩道
以外
72.0%

違反あり
69.6%

横断歩道
28.0%

違反なし
30.4%

死亡事故の歩行者横断場所
（薄暮時間帯）

横断歩道以外での
死亡事故の違反の有無

歩行者の法令違反

横断歩道外の横断
走行車の直前直後の横断
飛び出し　など

横断歩道が近くにあるところでは、横断歩道を横断する
道路を斜め横断しない
進行中や停車中の車などの直前や直後を横断しない
歩行者横断禁止標識がある場所では、道路を横断しない

交通ルールを
守る
交通ルールを
守る

明るい服装で、
反射材用品・ライトを活用する
明るい服装で、
反射材用品・ライトを活用する

※出典 警察庁（令和元年～5年合計、全国割合）

反射材あり反射材なし

横断歩道 歩行者等横断禁止
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対象者 市内在住の70歳以上のかた運転免許証自主返納支援制度 1523ID

01 警察署か尾張旭幹部
交番で返納

02 返納後60日以内に
市民活動課窓口へ

03 記念品を受け取る

身分証になる運転経歴証明
書が発行可（手数料１，１００円。
各種特典あり）

持ち物
●運転免許の取消通知書
●身分証明書

おわりあさひ おわりあさひおわりあさひ おわりあさひ

ドライバーができる対策ドライバーができる対策

高齢運転者による事故

　夕暮れ時は暗さの変化になれず、歩行者などの発見が
遅れ、事故が発生しやすくなります。早めにライトを点灯
し、視界を確保するとともに、車の存在を歩行者や自転車
などに知らせましょう。
　また、ハイビームを使うことで、歩行者などに気が付き
やすくなります。使用に関するルールを守り、うまく活用し
ましょう。

　夕暮れ時や夜間は、速度に対する感覚が鈍ったり、帰路を急いだりしてス
ピードを出しがちです。速度を抑えて慎重な運転を心掛けましょう。

　75歳以上の運転者による死亡事故は増加傾向にあり、その原因は、ブレーキとアクセルの踏み間違いなどの「操作
不適」が最も多くなっています。なお、運転免許証を自主返納されたかたには、支援制度があります。

酒酔い運転は
5年以下の懲役
または

100万円以下の罰金

速度を落とす速度を落とす

早めにライトを
点灯し、
ハイビームを活用

早めにライトを
点灯し、
ハイビームを活用

　年末は忘年会などで飲酒の機会が増える時期です。家族や友人などが飲酒
運転をしようとしている場合は、周囲の制止が必要です。みんなで飲酒運転の
根絶に努めましょう。

飲酒運転を
しない！ させない！
飲酒運転を
しない！ させない！

75歳以上高齢運転者による死亡事故 75歳以上高齢運転者による死亡事故の人的要因
（令和5年）
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調査不能など
13.8%

●尾張あさひ苑優待券（2千円分）

●市営バス回数券(11枚つづり2冊) ●交通安全グッズ

のいずれか
（1人1回）

漫然運転など
23.3%

※出典 警察庁（全国件数）

判断の誤り
5.7%
脇見など
8.0%

安全不確認
21.6%

操作不適
27.6%

https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/1523.html
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自転車も気を付けて自転車も気を付けて
通行ルールを守る通行ルールを守る

ヘルメットを着用ヘルメットを着用

補助対象者を全年齢に拡充ヘルメットの購入費を補助します
申請期間

R7.3/31（月）
まで

対 象 者

対象経費

補 助 額
申請方法

　自転車乗車中に亡くなられたかたの約5割が頭部に
致命傷を負っています。また、そのうちの約9割のかたが
ヘルメットを着用していませんでした。交通事故の被害
を軽減するためには、大人も子どももヘルメットを着用
することが重要です。

自転車乗車中死者の人身損傷主部位（令和5年）

ヘルメット
着用状況

●非着用　91.4％　 ●着用　8.0％
●不明　0.6％

頭部  50.3%

頸部  12.1%

窒息・溺死
など  8.7%

全損  4.9% 腰部  3.8%

その他  2.9%

胸部  13.6%

　「矢羽根型路面標示」といって、自転車の通行位置と方向を示し
て、自転車の安全な通行を促すものです。

このマークを
知っていますか？

　歩道を通行できますが、車道よりを
徐行しなければなりません。

歩道にこの標識が
ある場合は例外

OK

OK

NG
中央から左の
部分を通行して
ください

NG
一番左側の通行
帯を通行してく
ださい

原則、車道の左側を通行！

OK

NG
車道寄りを徐行
してください

OK
歩道は車と反対
方向に通行可能

特集

「ながらスマホ」罰則強化
禁止
事項
禁止
事項

運転中に
● スマホを手で持って通話
● スマホの画面を注視

違反者

交通の危険を生じさせた場合

● 6カ月以下の懲役または
 　10万円以下の罰金

● 1年以下の懲役または30万円
 　以下の罰金

「酒気帯び運転」罰則新設
禁止
事項
禁止
事項

酒気帯び運転、酒類の
提供や同乗・自転車の提供

違反者

自転車の提供者

酒類の提供者・同乗者

● 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

● 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

● 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

腹部  3.8%

けい

●市内に住民登録がある　●過去に同一の補助金の交付を受けていない　
●同一の対象経費に対する他の補助金を受けていない
安全性の認証（SGマーク、JCFマークなど）があるヘルメットを、
R6.4/1～R7.3/31に購入した経費
購入費の２分の1（上限2千円）
申請書（市民活動課かホームページで）を直接か
右記二次元コードで（領収書と身分証（免許証など）が必要）

1512ID

普通自転車等及び
歩行者等専用

※出典 警察庁（全国割合）

◀申請フォーム

https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-owariasahi-aichi-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voZo0xsm6RNuOeNbyjRaxiaDlhDy51WbPs9rogcN%2BIS17zfc3NUIG4caYDb7kTJ4JJuv%0D%0AE8H2U0YpivA9Mf1lWZ7AICoDO%2BRACsq42tqW06Uzf%2Fzw9alCxqUqv7W%2BrrCRcxI%3D%0D%0A
https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/1512.html
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